
 

被保護者の休日、夜間等における受診確保対策要綱  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は、生活保護法による保護を受けている者（以下「被保護者」とい

う。）が、休日、夜間その他の急迫した状況にあるため医療券又は連絡書の交付を受

けられない場合において、被保護者であることの証明書により円滑に医療を受けられ

るようにすることを目的とする。  

 

 （受給証の交付）  

第２条  福祉事務所は、原則としてすべての在宅の被保護世帯に、被保護者であること

の証明書として様式第１号の受給証を交付するものとする。  

２  前項の受給証の有効期間は、交付の日から当該年度内の福祉事務所長が定める日ま

でとする。  

 

 （受給証による受診）  

第３条  被保護者は、急迫した状況にあるため医療券又は連絡書の交付を受けられない

ときは、前条の受給証により被保護者であることを証明し、医療を受けるものとす

る。  

２  被保護者は、前項の規定により受診したときは、速やかに保護変更申請書（傷病

届）を福祉事務所長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により速やか

に提出することが困難な場合は、その旨を電話等により連絡し、後日提出することが

できる。  

３  福祉事務所長は、前項の規定による保護変更申請書（傷病届）の提出等があったと

きは、速やかに所要の手続を行うものとする。  

 

 （修学旅行等に係る受給証）  

第４条  福祉事務所長は、被保護者である児童・生徒（以下「児童・生徒」という。）

が修学旅行等の県外の学校行事（以下「修学旅行等」という。）に参加する場合は、

第２条の受給証のほか、様式第２号の受給証を被保護世帯に交付するものとする。  

２  児童・生徒は、修学旅行等の期間中に急病等になったときは、前項の受給証により

被保護者であることを証明し、医療を受けるものとする。  

３  被保護者は、児童・生徒が前項の規定により受診したときは、修学旅行等の終了後

速やかに、保護変更申請書（傷病届）に医療機関から必要な事項の記入を受けた受給

証を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。この場合においては、第３条第２

項ただし書及び第３項を準用する。  

４  第１項の受給証の有効期間は、修学旅行等の期間とする。  

 

 （届出及び返還）  

第５条  第２条又は第４条の受給証（以下「受給証」という。）の交付を受けた者は、

受給証を紛失したときは、速やかに福祉事務所長に様式第３号の届出書により届け出  



 

 

 るものとする。受給証を損傷したときも、同様とする。この場合においては、当該受

給証を添付するものとする。  

２  受給証の交付を受けた者は、保護の廃止又は停止があったときは、直ちに受給証を

福祉事務所長に返還するものとする。  

３  受給証の交付を受けた者は、有効期間が経過した受給証については、速やかに福祉

事務所長に返還するものとする。  

 

（受給証の管理）  

第６条  福祉事務所長は、受給証の交付管理台帳を整備し、常に交付状況を把握してお

くものとする。  

２  福祉事務所長は、前条第１項の規定による受給証の紛失又は損傷の届出があったと

きは、必要に応じ受給証の再交付を行うものとする。  

３  福祉事務所長は、既に交付した受給証の記載事項に変更が生じたときは、受給証の

提出を求め、訂正又は再交付を行うものとする。  

４  福祉事務所長は、被保護者が第３条第２項若しくは第５条に規定する手続又は第７

条の規定により福祉事務所長が定める手続を行わないときは、受給証の返還を求める

ことができる。  

 

（その他）  

第７条  福祉事務所長は、この要綱を円滑に実施するための手続その他必要な事項を定

めることができる。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

      附  則  

 この要綱は、令和３年８月１日から施行する。  

 

 

 



 

様式第３号 

 

受 給 証 紛 失 （ 損 傷 ） 届 

 

 

  年  月  日  

 

 

 

      福祉事務所長 様 

 

 

 

住 所 

 

氏 名           

 

 

 

先に交付を受けた受給証を紛失または損傷したので、届け出ます。 

なお、紛失した受給証を発見したときは、速やかに返還します。 

 

記 

 

紛失した状況（日時、場所など） 

（注）損傷（著しい汚れや破損）の場合は、その受給証を添付してください。



 

様式第１号 

受 給 証 

※本証の取扱いについては、裏面を御覧下さい。 

世

帯

主 

住  所 

 

氏  名 

 

発

行

者 

 

連

絡

先 

  
 〒 
 
         TEL    （  ）       

交付年月日      年   月   日 

有 効 期 間       年   月   日まで 

 
 
様式第２号 

受 給 証 

※本証の取扱いについては、裏面を御覧下さい。 

有 効 期 間  
   年   月   日から 
   年   月   日まで 

世

帯

主 

住  所 

 

氏  名 

 

発

行

者 
 

 

（連絡先） 

 〒 

         TEL    （  ）       

交付年月日       年   月   日 

【注意】 

・急病等のため受診する場合は、この受給証を医療機関 

 の窓口に提示してください。 

・受診した場合は、すぐに傷病届にこの受給証を添えて、  

 福祉事務所に提出してください。 

・修学旅行などが終わったときは、この受給証を福祉事 

 務所にお返しください。 

 
 
 
 
 
 
 

世 帯 構 成 

氏   名 性別 続柄 生 年 月 日 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

      ・ ・ 

【受給者の方へ】 

・この受給証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、

すぐに福祉事務所に連絡してください。 

・生活保護を受けなくなったときや停止されたとき、または有

効期間が過ぎたときはすぐに福祉事務所へお返しください。 

【医療機関の方へ】 

・この受給証は、生活保護受給者であることを証明するもので

あり 医療証（保険証の類）ではありません。 

 

 

児
童
生
徒 

 

生年 

月日 
 

性

別 

 

 

医 療 機 関 へ の お 願 い  

１ この受給証は、生活保護受給者であることを証明する 

 ものであり、医療証（保険証の類）ではありません。 

２ 上記の児童・生徒が、有効期間内に急病等のため来院 

 し、この受給証を提示した際は、診察をお願いします。 

３ 診察した場合は、福祉事務所が所要の手続きをとりま 

 すので、下記の事項について記入をお願いします。 

医療機関の所在地 

及び電話番号 

 

医療機関の名称 

 

診察年月日          年   月   日 

 

４ 不明な点がありましたら、お手数ですが、福祉事務所 

 まで御連絡ください。 

 
 


